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IASO R7.6 設定と運用の変更点

•重量管理薬品の拡大

薬品使用前後に計量し、IASO入力

•薬品使用後の作業記録入力

発がん性物質など30年間記録保存

•リスクアセスメント対象物質の拡大

薬品カタログデータのアップデート



変更点

変更に対応する
２種類の
ラベルシールを
配布、貼付



配布ラベルシール 2種 各系IASO管理者から
各研究室に配布



使用前後に重量計量と、使用後に作業記録入力が
必要な薬品在庫リストの作成とラベルシール貼付



労働安全衛生法
から４つ選択



使用前後に重量計量と、使用後に作業記録入力が
必要な薬品在庫リストの作成とラベルシール貼付



作業記録入力
フォーム



30年間記録保存リスト機能が使用できるのは

（各系）管理者と集計権限を持った事務局ユーザーのみ



30年間記録保存対象薬品の使用量集計



リスクアセスメント対象物質
IASO薬品ビン登録時にメッセージ出現

•2016年6月   640物質

～2023年3月 674物質

•2024年4月   896種

•2025年4月   7+33+1497=1537種

•2026年4月に約2300種



リスクアセスメント対象物質の
ピックアップとラベルーシール貼付



リスクアセスメント

リスクアセスメント対象物質＝

 労働安全衛生法 第５７条の２
（SDS交付義務）

労働安全衛生法第22条 

「健康障害を防止するための措置」
は労働者のみに限定されない



リスクアセスメント対象物質の
ピックアップとラベルーシール貼付



リスクアセスメント参考情報

• 安全で適切な薬品の取り扱いについて

 －薬品登録による管理から化学物質リスクアセスメントまで －(学内サイト)

https://www.nagaokaut.ac.jp/gakunai/designated/jinji_romu/RA/RA.html

• CREATE-SIMPLE（厚労省）

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07_3.htm

• 化学物質のリスクアセスメント実施支援（厚生労働省）
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc07.htm



手袋・保護メガネの着用

基本的には薬品の使用時には手袋と保護メガネを着用

（明らかに無害である薬品である場合を除く）

GHSラベルを参照のうえ、危険度をSDSで確認し

手袋の材質等、適切な保護具を選択して使用

ばく露（曝露）時間、使用量の低減を考え、

薬品をなるべく安全に使用する （ドラフト内使用や換気注意）
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